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社会福祉施設への抗原検査キットの販売に関する対応について 

  

平素より本会事業にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、 令和６年４月２日付け、広島県健康福祉局長から令和６年３月２５日付け厚

生労働省医薬局総務課事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う薬局及び医薬品

販売業に係る特例的措置関係事務連絡の廃止について」を踏まえ、様々なコロナ特例が

終了しておりますが、社会福祉施設への抗原検査キットの販売に関する取扱いについて

の県の対応方針が、別添のとおり示されています。県からの配布や、医薬品卸売販売業

者からの購入ができなくなった社会福祉施設から薬局へ購入の申し込みが行われること

も想定されます。つきましては購入についての相談等があった場合には積極的に対応頂

くようお願いいたします。 

 

 なお、先日お知らせしたとおり、３月３１日までに薬局が購入した医療用抗原検査キ

ットの薬局在庫消尽後は一般用医薬品の抗原検査キットにより対応していただくことと

なりますが、第一類医薬品の抗原検査キットの取扱いにつきましては県薬務課より、

「薬剤師が、使用者本人の年齢等の基本的な情報を確認したうえで、適当と考えられる

数量のコロナ検査キットを販売することは差し支えない。」との見解が示されておりま

す。販売に当たっては、使用者の確認、情報提供、記録など第一類医薬品の販売手順

（医療用検査キットの在庫を販売する場合は医療用抗原検査キットの販売手順）に従い

適切に販売していただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

以上 

  



別添 

 （令和6年4月2日 広島県健康福祉局長発 各社会福祉施設の長宛 文書） 
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